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＜１ヵ⽉あたりのサービス利⽤料⾦表（１割負担）＞ 
◎ 利⽤料⾦ 
（１） 介護予防・⽣活⽀援サービス給付の対象となるサービス 

⾃⼰負担額は要⽀援度により異なります。以下のサービスについては、利⽤料⾦の⼤部分が介護
保険から給付されます（⾃⼰負担分：保険者が交付する介護保険負担割合証の利⽤者負担の割合）。 

基
本
サ
$
ビ
ス
費 

要介護度 
１．ご契約者の要介護
度とサービス利⽤料⾦ 

２．うち介護保険料か
ら給付される⾦額 

３．サービス利⽤に係
る⾃⼰負担額（１−２） 

要⽀援１ １６，７２０円 １５，０４８円 １，６７２円 

要⽀援 2 ３４，２８０円 ３０，８５２円 ３，４２８円 

サ
"
ビ
ス
提
供
体
制 

強
化
加
算︵
Ⅰ
︶イ 

要⽀援１  ８８０円  ７９２円    ８８円 

要⽀援 2  １，７６０円  １，５８４円    １７６円 

選
択
的 

サ
$
ビ
ス 

運動器機能向上  ２，２５０円  ２，０２５円   ２２５円 

栄養改善サービス  １，５００円  １，３５０円   １５０円 

運動器機能向上及び 
栄養改善サービス  ４，８００円  ４，３２０円   ４８０円 

☆ 上記料⾦は、１か⽉分の利⽤料⾦および加算料⾦です。契約書 第⼆章 第 6 条 5 に定める介護
報酬に定められた回数による単位は、1 回につき要⽀援 1 380 円、要⽀援 2 391 円です。 

☆ 送迎・⼊浴は基本料⾦に含みます。 
☆ 介護職員処遇改善加算Ⅰ… 介護現場で働く介護職員の処遇を改善するため、以下の計算式から

算出される料⾦を加算させて頂きます。 
1 か⽉分の介護保険適⽤分ご利⽤総額×5.9％ （ただし、1 円未満切り捨て） 

☆  介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ … 介護職員のさらなる処遇改善の為、以下の計算式から算出さ 
 れる料⾦を加算させて頂きます。 

1 か⽉分の介護保険適⽤分ご利⽤総額×1.２％ （ただし、1 円未満切り捨て） 
☆  介護職員等ベースアップ等⽀援加算 … 介護職員のさらなる処遇改善の為、以下の計算式から算 

出される料⾦を加算させて頂きます。 
1 か⽉分の介護保険適⽤分ご利⽤総額×1.1％ （ただし、1 円未満切り捨て） 

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ…介護職員総数のうち、介護福祉⼠を 50％以上配置した体制
を整えているため加算させて頂きます。 

☆ 介護予防ケアマネジメント計画書に沿って、ご契約者との合意に基づき、選択的サービス内容が
加算されます。 
運動器機能向上加算 …運動器の機能向上を⽬的として個別的に実施される機能訓練を実施し
た場合に加算させて頂きます。 
栄養改善加算 …低栄養状態にある⼜はそのおそれのあるご契約者に対し、ご契約者の低栄養状
態の改善等を⽬的として、個別的に実施される栄養⾷事相談等の栄養管理を実施した場合に算定
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させて頂きます。 
予防通介複数サービス実施加算Ⅰ１…運動器機能向上加算と栄養改善加算の複数実施加算を算
定している場合には、別途 1 ⽉につき 480 円(単位) を加算させて頂きます(運動器機能向上加算
と栄養改善加算の算定は⾏いません)。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更
します。 

☆ 介護保険負担割合証に変更があった場合、変更された割合に合わせて、ご契約者の負担額を変更
します。 

償還払いについて 
☆ ご契約者がまだ要⽀援認定を受けていない場合には、サービス利⽤料⾦の全額をいったんお⽀払

いいただきます。要⽀援の認定を受けた後、⾃⼰負担額を除く⾦額が介護保険から払い戻されま
す（償還払い）。また、介護予防ケアマネジメント計画書が作成されていない場合も償還払いと
なります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を⾏うために必要となる事項を記載
した「サービス提供証明書」を交付します。 

（２） 介護予防・⽣活⽀援サービス給付の対象とならないサービス 
加算料⾦ ⾷費（おやつ代含む） ６７５円 

その他費⽤ 

紙おむつ（M〜LL） 各１５０円 
紙パンツ（M〜LL） 各１３０円 
尿取りパット 各４０円 
シェーバー １個 ７００円 
替え刃   １個 ９０円 

理髪サービス 
散髪代  １回 ２，０００円 
顔そり代 １，０００円 
散髪・顔そり ２，５００円 

 

≪参考資料≫簡易計算表 
要介護度 要⽀援１ 要⽀援２ 

サービス利⽤にかかる 
⾃⼰負担額 

１，６７２円 ３，４２８円 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ ８８円 １７６円 
運動器機能向上 ２２５円 

⾷事にかかる⾃⼰負担額 ６７５円×利⽤回数 

合計（1 ⽇の⾃⼰負担額） 2,125 円＋（675 円×利⽤回数） 4,099 円＋（675 円×利⽤回数） 

 
選択的サービス                                 円＝単位 
☆ ⾷事を⾏われなかった場合は差し引いてご請求いたします。 
☆ 運動器機能向上の計画が必要のない⽅には差し引いてご請求いたします。 

☆ 介護職員処遇改善加算Ⅰ 1 か⽉分の介護保険適⽤分ご利⽤総額×5.9％(1 円未満切り捨て） 

ご希望された⽅へ 
のみ提供いたします。 
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☆ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ1 か⽉分の介護保険適⽤分ご利⽤総額×1.2％(1 円未満切り捨て） 
☆ 介護職員等ベースアップ等⽀援加算 1 か⽉分の介護保険適⽤分ご利⽤総額×1.1％(1 円未満切り捨て） 


